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議案番号 議 案 名 頁

報告第 ２ 号
市長専決処分の報告について
（変更契約の締結について）

１～２

報告第 ３ 号
市長専決処分の報告について
（損害賠償の額の決定について）

３～４

報告第 ４ 号
市長専決処分の報告について
（損害賠償の額の決定について）

５～６

報告第 ５ 号 令和６年度生駒市一般会計繰越明許費繰越計算書 ７～９

報告第 ６ 号 令和６年度生駒市下水道事業会計予算繰越計算書 10

議案第 37 号 令和７年度生駒市一般会計補正予算（第１回） 11～15

議案第 38 号 令和７年度生駒市国民健康保険特別会計補正予算（第１回） 16～18

議案第 39 号 令和７年度生駒市下水道事業会計補正予算（第１回） 19～22

議案第 40 号 生駒市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について 23

議案第 41 号 生駒市税条例の一部を改正する条例の制定について 24～29

議案第 42 号 生駒市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について 30

議案第 43 号 生駒市生涯学習施設条例の一部を改正する条例の制定について 31～34

議案第 44 号
生駒市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正す
る条例の制定について

35～36

議案第 45 号 市道路線の認定について 37～38

議案第 46 号 市道路線の廃止について 39

議案第 47 号 生駒市公平委員会委員の選任について 40

令 和 ７ 年 生 駒 市 議 会 （ 第 ４ 回 ） 定 例 会 議 案 目 録



報告第 ２ 号 

 

市長専決処分の報告について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、議会

において指定されている下記事項について、別紙のとおり専決処分したから、同

条第２項の規定により報告する。 

記 

 変更契約の締結について 

 

  令和７年６月５日提出                                       

                     生駒市長 小 紫 雅 史 
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専第 ６ 号 

 

専  決   処   分  書  

 

変更契約の締結について  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づいて

議会の議決により指定された市長の専決処分事項である変更契約の締結につい

て、同項の規定により、下記のとおり専決処分する。 

                  記 

１ 契約の目的  第２阪奈１号橋（第１、２径間一般部）予防保全補修工事 

２ 契約の方法  事後審査型条件付一般競争入札 

３ 契約金額   

(1) 変更前   １９４，６２１，９００円 

(2)  変更後   ２０７，４９４，１００円 

４ 契約の相手方  大阪市城東区永田３－１２－１５ 

          ショーボンド建設株式会社大阪営業所 

          所長 藤 田 泰 裕 

５ 工      期  契約の日から令和７年６月３０日 

 

令和７年５月２０日 

生駒市長 小 紫 雅 史 
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報告第 ３ 号 

 

市長専決処分の報告について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、議会

において指定されている下記事項について、別紙のとおり専決処分したから、同

条第２項の規定により報告する。 

記 

 損害賠償の額の決定について 

 

  令和７年６月５日提出                                       

                     生駒市長 小 紫 雅 史 
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専第 ７ 号  

 

専   決   処   分   書  

 

損害賠償の額の決定について  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づい

て議会の議決により指定された市長の専決処分事項である損害賠償の額の決

定について、同項の規定により、下記のとおり専決処分する。 

                  記  

１ 事故区分及び事故発生年月日 

  物損事故 

  令和７年２月５日（水）午後３時３０分頃 

２ 事故発生場所 

  生駒市辻町地内 

３ 損害賠償額 

  ５００，０００円 

４ 事故の概要 

  国道１６８号の植樹帯に本市が設置した啓発看板があり、その看板が風

にあおられ吹き飛び、信号待ちで停車していた車を損傷させたもの。 

 

令和７年５月２０日 

生駒市長 小 紫 雅 史  
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報告第 ４ 号 

 

市長専決処分の報告について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、議会

において指定されている下記事項について、別紙のとおり専決処分したから、同

条第２項の規定により報告する。 

記 

 損害賠償の額の決定について 

 

  令和７年６月５日提出                                       

                     生駒市長 小 紫 雅 史 

-5-



専第 ８ 号  

 

専   決   処   分   書  

 

損害賠償の額の決定について  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づい

て議会の議決により指定された市長の専決処分事項である損害賠償の額の決

定について、同項の規定により、下記のとおり専決処分する。 

                  記  

１ 事故区分及び事故発生年月日 

  物損事故 

  令和７年３月２３日（日）午後０時５５分頃 

２ 事故発生場所 

  生駒市白庭台４丁目地内 

３ 損害賠償額 

  ６８２，０００円 

４ 事故の概要 

  上記場所において、消防ポンプ自動車を駐車する際、車両の後方上部を

マンションのひさし部分に接触させ損傷を与えたもの。 

 

令和７年５月２０日 

生駒市長 小 紫 雅 史  
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円
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款
項

事
　
　
業
　
　
名

金
　
　
　
額

翌
年
度
繰
越
額

既
 
収
 
入

特
定
財
源

国
県
支
出
金

地
　
方
　
債

そ
 
の
 
他

経
営

事
務

費
1
2
,
2
3
1
,
0
0
0

1
2
,
2
3
1
,
0
0
0

3
,
7
0
0
,
0
0
0

8
,
5
3
1
,
0
0
0

庁
舎

管
理

費
1
4
,
7
1
0
,
0
0
0

5
,
8
8
7
,
2
0
0

5
,
8
8
7
,
2
0
0

企
画

事
務

費
4
,
4
0
0
,
0
0
0

4
,
0
0
4
,
0
0
0

4
,
0
0
4
,
0
0
0

集
会
所
新
築
等
助
成
費

1
9
,
7
6
0
,
0
0
0

1
9
,
7
6
0
,
0
0
0

1
3
,
8
8
9
,
0
0
0

5
,
8
7
1
,
0
0
0

防
災

経
費

6
3
,
3
2
1
,
0
0
0

6
3
,
3
2
1
,
0
0
0

3
1
,
3
0
9
,
0
0
0

6
,
1
0
0
,
0
0
0

2
5
,
9
1
2
,
0
0
0

安
全
で
住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り
経
費

3
,
6
0
0
,
0
0
0

3
,
6
0
0
,
0
0
0

2
,
5
3
0
,
0
0
0

1
,
0
7
0
,
0
0
0

戸
籍
住
民

基
本
台
帳
費
戸
籍
住
民
基
本
台
帳
事
務
費

2
,
7
7
2
,
0
0
0

2
,
7
7
2
,
0
0
0

2
,
7
7
2
,
0
0
0

低
所
得
者
支
援
及
び
定
額
減
税

補
足
給
付
金
給
付
事
業

3
8
3
,
1
1
7
,
0
0
0

3
8
3
,
1
1
7
,
0
0
0

3
8
3
,
1
1
7
,
0
0
0

住
民
税
非
課
税
世
帯
に
対
す
る

重
点
支
援
給
付
金
及
び

子
育
て
加
算
金
給
付
事
業

1
5
3
,
7
0
0
,
0
0
0

1
2
1
,
9
5
3
,
3
7
3

1
2
1
,
9
5
3
,
3
7
3

障
が

い
者

支
援

事
業

5
,
0
0
0
,
0
0
0

5
,
0
0
0
,
0
0
0

3
,
5
1
4
,
0
0
0

1
,
4
8
6
,
0
0
0

小
瀬
保
健
福
祉
ゾ
ー
ン
管
理
費

1
,
7
1
6
,
0
0
0

1
,
7
0
5
,
0
0
0

1
,
7
0
5
,
0
0
0

介
護

保
険

事
業

1
8
,
9
7
6
,
0
0
0

1
8
,
9
7
6
,
0
0
0

1
1
,
2
4
6
,
0
0
0

7
,
7
3
0
,
0
0
0

令
和
６
年
度
生
駒
市
一
般
会
計
繰
越
明
許
費
繰
越
計
算
書 左
　
　
の
　
　
財
　
　
源
　
　
内
　
　
訳
　
　
　
　

未
　
収
　
入
　
特
　
定
　
財
　
源

一
 
般
 
財
 
源

総
務
管
理
費

総
務

費

民
生

費
社
会
福
祉
費
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金
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入
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定
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源
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金
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方
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そ
 
の
 
他

左
　
　
の
　
　
財
　
　
源
　
　
内
　
　
訳
　
　
　
　

未
　
収
　
入
　
特
　
定
　
財
　
源

一
 
般
 
財
 
源

母
子

保
健

事
業

6
,
8
4
6
,
0
0
0

9
4
6
,
0
0
0

9
4
6
,
0
0
0

病
院

事
業

6
,
6
2
8
,
0
0
0

6
,
6
2
8
,
0
0
0

4
,
6
5
8
,
0
0
0

1
,
9
7
0
,
0
0
0

環
境
基
本
計
画
推
進
事
業

5
9
,
9
5
2
,
0
0
0

5
9
,
9
5
2
,
0
0
0

4
2
,
1
3
8
,
0
0
0

1
7
,
8
1
4
,
0
0
0

清
掃

費
清
掃
リ
レ
ー
セ
ン
タ
ー
管
理
費

7
,
0
9
5
,
0
0
0

7
,
0
9
5
,
0
0
0

7
,
0
9
5
,
0
0
0

農
業

費
土

地
改

良
事

業
5
,
0
0
0
,
0
0
0

2
,
9
6
5
,
0
0
0

2
,
9
6
5
,
0
0
0

商
工

業
振

興
事

業
4
8
,
1
5
1
,
0
0
0

4
8
,
1
5
1
,
0
0
0

3
3
,
8
4
3
,
0
0
0

1
4
,
3
0
8
,
0
0
0

テ
レ
ワ
ー
ク
・
イ
ン
キ
ュ

ベ
ー

シ
ョ

ン
事

業
3
0
,
2
8
4
,
0
0
0

3
0
,
2
8
4
,
0
0
0

3
0
,
2
8
4
,
0
0
0

土
木
管
理
費
地
域
公
共
交
通
活
性
化
事
業

4
,
1
5
0
,
0
0
0

4
,
1
5
0
,
0
0
0

2
,
9
1
7
,
0
0
0

1
,
2
3
3
,
0
0
0

道
路
橋
梁
維
持
補
修
費

4
4
,
6
1
8
,
0
0
0

4
3
,
6
5
4
,
4
0
0

1
3
,
2
2
5
,
2
0
0

2
7
,
3
0
0
,
0
0
0

3
,
1
2
9
,
2
0
0

橋
梁

予
防

保
全

事
業

2
2
0
,
0
9
4
,
0
0
0

1
8
6
,
1
2
1
,
9
0
0

1
0
2
,
3
3
6
,
2
3
2

7
5
,
3
0
0
,
0
0
0

8
,
4
8
5
,
6
6
8

道
路

新
設

改
良

事
業

1
5
2
,
5
7
1
,
0
0
0

1
2
0
,
5
8
0
,
8
6
0

1
4
,
8
1
3
,
5
0
0

3
9
,
3
0
0
,
0
0
0

6
6
,
4
6
7
,
3
6
0

河
川

水
路

改
修

事
業

9
,
2
7
6
,
0
0
0

9
,
2
7
5
,
7
0
0

5
,
9
0
0
,
0
0
0

3
,
3
7
5
,
7
0
0

ま
ち
づ
く
り
推
進
事
業

1
9
,
4
0
0
,
0
0
0

1
8
,
4
7
3
,
4
0
0

1
2
,
4
7
3
,
4
0
0

6
,
0
0
0
,
0
0
0

生
駒
山
麓
公
園
管
理
費

2
4
,
0
1
3
,
0
0
0

2
4
,
0
1
3
,
0
0
0

1
1
,
4
5
0
,
0
0
0

1
2
,
5
6
3
,
0
0
0

公
園

整
備

事
業

3
7
,
5
6
0
,
0
0
0

3
6
,
9
6
6
,
0
0
0

1
3
,
9
1
1
,
7
5
0

1
2
,
5
0
0
,
0
0
0

1
0
,
5
5
4
,
2
5
0

北
部
地
域
整
備
促
進
事
業

3
5
,
0
0
0
,
0
0
0

3
5
,
0
0
0
,
0
0
0

2
5
,
3
0
0
,
0
0
0

9
,
7
0
0
,
0
0
0

道
路
橋
梁
及

び
河
川
費

商
工

費

産
業
経
済
費

都
市
計
画
費

土
木

費

保
健
衛
生
費

衛
生

費
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入
　
特
　
定
　
財
　
源

一
 
般
 
財
 
源

消
防

費
消

防
費
常

備
消

防
経

費
1
,
8
2
7
,
0
0
0

1
,
8
2
7
,
0
0
0

1
,
8
2
7
,
0
0
0

小
学
校
費
小

学
校

施
設

管
理

費
1
1
,
5
1
2
,
0
0
0

1
1
,
5
1
2
,
0
0
0

1
1
,
5
1
2
,
0
0
0

中
学
校
費
中
学
校
施
設
整
備
事
業

9
3
8
,
1
8
8
,
0
0
0

9
3
8
,
1
8
8
,
0
0
0

9
3
5
,
0
0
0
,
0
0
0

3
,
1
8
8
,
0
0
0

幼
稚
園
費
幼

稚
園

管
理

運
営

費
8
,
6
3
7
,
0
0
0

8
,
2
9
6
,
0
0
0

8
,
2
9
6
,
0
0
0

生
涯
学
習
施
設
整
備
事
業

1
6
,
0
5
7
,
0
0
0

1
6
,
0
5
7
,
0
0
0

7
,
5
0
0
,
0
0
0

8
,
5
5
7
,
0
0
0

体
育

施
設

整
備

事
業

2
5
,
9
1
7
,
0
0
0

2
5
,
9
1
7
,
0
0
0

8
,
6
3
9
,
0
0
0

1
7
,
2
0
0
,
0
0
0

7
8
,
0
0
0

保
健
体
育
費
体

育
振

興
事

務
費

2
0
,
2
2
6
,
0
0
0

2
0
,
2
2
6
,
0
0
0

1
0
,
1
1
3
,
0
0
0

1
0
,
1
0
0
,
0
0
0

1
3
,
0
0
0

災
害
復
旧
費
農
林
業
施
設

災
害
復
旧
費
農

地
災

害
復

旧
事

業
8
,
5
8
0
,
0
0
0

8
,
5
8
0
,
0
0
0

3
,
8
4
9
,
0
0
0

4
,
7
3
1
,
0
0
0

令
和
７
年
６
月
５
日
提
出

生
駒
市
長
小
紫
雅

史

教
育

費

社
会
教
育
費
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位
　

円
］

国
庫

補
助

金
企
　

業
　
債

損
益
勘
定

留
保
資
金

資
本

的
支

出
建

設
改

良
費

新
設

改
良

事
業

2
3
0
,
5
4
0
,
0
0
0

4
6
,
2
4
0
,
0
0
0

1
8
4
,
3
0
0
,
0
0
0

4
1
,
4
0
0
,
0
0
0
1
2
6
,
1
0
0
,
0
0
0

1
6
,
8
0
0
,
0
0
0

0
0

事
　

業
　

名
予
算
計
上

額
支

払
義

務
発

生
額

翌
年

度
繰

越
額

左
の
財
源
内
訳

　
　
 
　

生
 
駒
 
市
 
長
　
　

小
 
紫
　

雅
 
史

不
用
額

翌
年
度
繰

越
額

に
係

る
繰
越
を

要
す
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議案第 37 号 

令和７年度生駒市一般会計補正予算（第１回） 

 令和７年度生駒市の一般会計の補正予算（第１回）は、次に定めるところによ

る。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３１，６６９千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４７，７１９，６６９千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 （地方債の補正） 

第２条 地方債の変更は、「第２表地方債補正」による。 

令和７年６月５日提出 

                      生駒市長 小 紫 雅 史   
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議案第 38 号 

令和７年度生駒市国民健康保険特別会計補正予算（第１回） 

 令和７年度生駒市の国民健康保険特別会計の補正予算（第１回）は、次に定め

るところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，４６３千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１０，２１４，７０４千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

令和７年６月５日提出 

                      生駒市長 小 紫 雅 史   
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議案第 39 号 

 

令和７年度生駒市下水道事業会計補正予算（第１回） 

 

第１条 令和７年度生駒市下水道事業会計の補正予算（第１回）は、次に定める

ところによる。 

第２条 令和７年度生駒市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に

定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

収 入 （単位 千円） 

科 目 既決予定額 補正予定額 計  

第１款 事業収益 2,694,708  6,018 2,700,726 

 第２項 営業外収益 1,710,963 6,018  1,716,981   

支 出 （単位 千円） 

科 目 既決予定額 補正予定額 計  

第１款 事業費 2,302,183  6,018 2,308,201 

 第１項 営業費用 2,219,963 6,018  2,225,981   

 

第３条 予算第１０条中「９８０，８３５千円」を「９８３，８４４千円」に改

める。 

 

  令和７年６月５日提出                                       

                     生駒市長 小 紫 雅 史 
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１

収　　　　入

１ 事業収益

２ 営業外収益

一般会計

補 助 金

国 庫

補 助 金

支　　　　出

１ 事 業 費

1 営 業 費 用

924,178 3,009 927,187

2,219,963

3,009 3,009

（単位　千円）

令和７年度生駒市下水道事業会計補正予算（第１回）実施計画

 収益的収入及び支出

（単位　千円）

款 項 目 既決予定額 補正予定額 計 備　　　　考

6,018管 渠 費1

2,694,708 6,018 2,700,726

1,710,963 6,018 1,716,981

2

6,018 2,225,981

款 項 目 既決予定額 補正予定額

7

107,030

0

113,048 委託料

計 備　　　　考

2,302,183 6,018 2,308,201
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（単位：千円）

１　業務活動によるキャッシュ・フロー 既決予定額 補正予定額 計

当年度純利益 382,436 0 382,436

減価償却費 1,246,524 0 1,246,524

固定資産除却費 91 0 91

賞与引当金の増減額（△は減少） 151 0 151

貸倒引当金の増減額（△は減少） 36 0 36

長期前受金戻入額 △782,014 0 △782,014

受取利息及び配当金 △40 0 △40

支払利息 79,251 0 79,251

未収金の増減額（△は増加） △12,622 0 △12,622

未払金の増減額（△は減少） △1,743 0 △1,743

小計 912,070 0 912,070

利息及び配当金の受取額 40 0 40

利息の支払額 △79,251 0 △79,251

業務活動によるキャッシュ・フロー 832,859 0 832,859

２　投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △710,130 0 △710,130

無形固定資産の取得による支出 △73,842 0 △73,842

補助金等による収入 251,332 0 251,332

投資活動によるキャッシュ・フロー △532,640 0 △532,640

３　財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入れによる収入 550,000 0 550,000

一時借入金の返済による支出 △550,000 0 △550,000

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 549,700 0 549,700

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △873,707 0 △873,707

財務活動によるキャッシュ・フロー △324,007 0 △324,007

資金増減額 △23,788 0 △23,788

資金期首残高 127,142 0 127,142

資金期末残高 103,354 0 103,354

令和７年度 生駒市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
（令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで）
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1
（１） 33,974,978 0 33,974,978

△ 6,741,399 0 △ 6,741,399

27,233,579 0 27,233,579

（２） 2,543,171 0 2,543,171

　 　固　定　資　産　合　計 29,776,750 0 29,776,750

２ 流　動　資　産
（１） 103,354 0 103,354

（２） 239,554 0 239,554

貸 倒 引 当 金 △ 714 238,840 0 0 △ 714 238,840

342,194 0 342,194

30,118,944 0 30,118,944

３ 固　定　負　債
（１） 4,974,883 0 4,974,883

4,974,883 0 4,974,883

４ 流　動　負　債
（１） 790,868 0 790,868

（２） 321,562 0 321,562

（３） 12,470 0 12,470

（４） 1,200 　 0 　 1,200 　

1,126,100 0 1,126,100

５
（１） 21,281,626 0 21,281,626

　長期前受金収益化累計額 △ 4,702,686 0 △ 4,702,686

　繰　延　収　益　合　計 16,578,940 0 16,578,940

22,679,923 0 22,679,923

６
（１） 5,099,500 0 5,099,500

5,099,500 0 5,099,500

７
（１） 1,064,920 　 0 　 1,064,920 　

（２）
1,274,601 0 1,274,601

1,274,601 0 1,274,601

2,339,521 0 2,339,521

7,439,021 0 7,439,021

30,118,944 0 30,118,944

生駒市下水道事業予定貸借対照表
（単位：千円）

　　　　　科　　　　　　　　目

令和７年度予定貸借対照表

（令和８年３月３１日）

既決予定額 補正予定額 計

（資　産　の　部）
固　定　資　産
　有　形　固　定　資　産
　減価償却累計額
　有形固定資産合計
　無　形　固　定　資　産

　現　金　預　金
　未　　収　　金

　流　動　資　産　合　計
　資　産　合　計

（負　債　の　部）

　企　　業　　債
　固　定　負　債　合　計

　企　　業　　債
　未　　払　　金
　引　　当　　金
　預　 　り　　金
　流　動　負　債　合　計

繰　延　収　益
　長　期　前　受　金

　負　債　合　計

（資　本　の　部）
資　　本　　金
　資　本　金
　資　本　金　合　計

剰　　余　　金
　資　本　剰　余　金
　利　益　剰　余　金
　　当年度未処分利益剰余金

　利益剰余金合計

　剰　余　金　合　計

　資　　本　　合　　計

　負　債　資　本　合　計
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議案第 40 号 

 

生駒市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和７年６月５日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

生駒市印鑑条例の一部を改正する条例 

生駒市印鑑条例（平成２年１０月生駒市条例第１７号）の一部を次のように改

正する。 

第１５条第１項に次のただし書を加える。 

ただし、個人番号カードの提示により登録者本人であることの確認を受けた

場合又は生駒市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例（令和６年３

月生駒市条例第１１号）第３条第１項の規定により、同項に規定する電子情報

処理組織を使用して当該申請を行う場合は、印鑑登録証を添えることを要しな

い。 

第１６条中「前条第１項」を「前条第１項本文」に改める。 

附 則 

この条例は、令和７年７月１日から施行する。 
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議案第 41 号 

 

生駒市税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和７年６月５日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

   生駒市税条例の一部を改正する条例 

 生駒市税条例（昭和５０年１２月生駒市条例第３１号）の一部を次のように改

正する。 

 第６条中「は､｣の次に「公示事項（同条第２項に規定する公示事項をいう。以

下この条において同じ｡)を地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号。以

下「施行規則」という｡)第１条の８第１項に規定する方法により不特定多数の者

が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、公示事項が記載された

書面を」を加え、「掲示して行う」を「掲示し、又は公示事項を市の事務所に設

置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く

措置をとることによってする」に改める。 

 第８条中「地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号。以下「施行規則

」という｡)」を「施行規則」に改める。 

 第２０条中「又は扶養控除額」を「、扶養控除額又は特定親族特別控除額」に

改める。 

 第２８条第１項ただし書中「若しくは法第３１４条の２第４項」を「、法第３

１４条の２第４項」に改め、「扶養控除額」の次に「若しくは特定親族特別控除
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額（特定親族（同条第１項第１２号に規定する特定親族をいう。第２９条の２第

１項第３号及び第２９条の３第１項において同じ｡)（前年の合計所得金額が８５

万円以下であるものに限る｡)に係るものを除く｡)」を加える。 

 第２９条の２第１項第３号中「扶養親族」の次に「又は特定親族」を加える。 

 第２９条の３第１項中「者に限る｡)」の次に「若しくは特定親族（退職手当等

に係る所得を有する者であって、合計所得金額が８５万円以下であるものに限

る｡)」を加え、同項第３号中「扶養親族」の次に「又は特定親族」を加える。 

 附則第１２条の２中第２７項を第２８項とし、第２４項から第２６項までを１

項ずつ繰り下げ、第２３項の次に次の１項を加える。 

24 法附則第１５条第３７項に規定する市町村の条例で定める割合は、２分の１

とする。 

 附則第１７条の２の次に次の１条を加える。 

 （加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準の特例） 

第１７条の３ 令和８年４月１日以後に第１００条の２第１項の売渡し又は同条

第２項の売渡し若しくは消費等（次項において「売渡し等」という｡)が行われ

た加熱式たばこ（第１００条第１号オに掲げる加熱式たばこをいい、第１０１

条の２の規定により製造たばことみなされるものを含む。以下この条において

同じ｡)に係る第１０２条第１項の製造たばこの本数は、同条第３項の規定にか

かわらず、当分の間、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法に

より換算した紙巻たばこ（第１００条第１号アに掲げる紙巻たばこをいう。以

下この項及び次項において同じ｡)の本数によるものとする。 

 (1) 葉たばこ（たばこ事業法第２条第２号に規定する葉たばこをいう｡)を原

料の全部又は一部としたものを紙その他これに類する材料のもので巻いた加

熱式たばこ（当該葉たばこを原料の全部又は一部としたものを施行規則附則

第８条の４の２に規定するところにより直接加熱することによって喫煙の用
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に供されるものに限る｡) 当該加熱式たばこの重量（フィルターその他の施

行規則附則第８条の４の３に規定するものに係る部分の重量を除く。以下こ

の項から第３項までにおいて同じ｡)の０．３５グラムをもって紙巻たばこの

１本に換算する方法。ただし、当該加熱式たばこの１本当たりの重量が０．

３５グラム未満である場合にあっては、当該加熱式たばこの１本をもって紙

巻たばこの１本に換算する方法 

 (2) 前号に掲げるもの以外の加熱式たばこ 当該加熱式たばこの重量の０．

２グラムをもって紙巻たばこの１本に換算する方法。ただし、当該加熱式た

ばこの品目ごとの１個当たりの重量が４グラム未満である場合にあっては、

当該加熱式たばこの品目ごとの１個をもって紙巻たばこの２０本に換算する

方法 

２ 前項の規定により加熱式たばこのうち同項第１号ただし書の規定の適用を受

けるもの及び同項第２号ただし書の規定の適用を受けるもの以外のものの重量

を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等が行われた加熱

式たばこの品目ごとの１個当たりの重量に当該加熱式たばこの品目ごとの数量

を乗じて得た重量を同項各号に掲げる区分ごとに合計し、その合計重量を紙巻

たばこの本数に換算する方法により行うものとする。 

３ 前項の計算に関し、同項の加熱式たばこの品目ごとの１個当たりの重量に０

．１グラム未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。 

４ 第１項第２号に掲げる加熱式たばこ（第１０１条の２の規定により製造たば

ことみなされるものに限る｡)のうち、次に掲げるものについては、同号ただし

書の規定は、適用しない。 

 (1)  第１項第１号に掲げる加熱式たばこと併せて喫煙の用に供されるもの 

 (2) 第１項第２号に掲げる加熱式たばこ（第１０１条の２の規定により製造

たばことみなされるものを除く｡)と併せて喫煙の用に供される加熱式たばこ
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（同条の規定により製造たばことみなされるものに限る｡)であって当該加熱

式たばこのみの品目のもの 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施

行する。 

 (1) 附則第１２条の２の改正規定 公布の日 

 (2) 第２０条、第２８条第１項ただし書、第２９条の２第１項第３号及び第

２９条の３第１項の改正規定並びに附則第３条の規定 令和８年１月１日 

 (3) 附則第１７条の２の次に１条を加える改正規定及び附則第４条の規定 

令和８年４月１日 

 (4) 第６条及び第８条の改正規定並びに次条の規定 地方税法等の一部を改

正する法律（令和５年法律第１号）附則第１条第１２号に掲げる規定の施行

の日 

 （公示送達に関する経過措置） 

第２条 この条例による改正後の生駒市税条例（以下「新条例」という｡)第６条

の規定は、前条第４号に掲げる規定の施行の日以後にする公示送達について適

用し、同日前にした公示送達については、なお従前の例による。 

 （市民税に関する経過措置） 

第３条 新条例第２０条及び第２８条第１項ただし書の規定は、令和８年度以後

の年度分の個人の市民税について適用し、令和７年度分までの個人の市民税に

ついては、なお従前の例による。 

２ 令和８年度分の個人の市民税に係る申告書の提出に係る新条例第２８条第１

項の規定の適用については、同項ただし書中「特定親族特別控除額（特定親族

（同条第１項第１２号に規定する特定親族をいう。第２９条の２第１項第３号
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及び第２９条の３第１項において同じ｡)（前年の合計所得金額が８５万円以下

であるものに限る｡)に係るものを除く｡)」とあるのは、「特定親族特別控除額

」とする。 

３ 新条例第２９条の２第１項の規定は、附則第１条第２号に掲げる規定の施行

の日（以下「２号施行日」という｡)以後に支払を受けるべき新条例第２８条第

１項ただし書に規定する給与について提出する新条例第２９条の２第１項及び

第３項の規定による申告書について適用し、２号施行日前に支払を受けるべき

この条例による改正前の生駒市税条例（以下「旧条例」という｡)第２８条第１

項ただし書に規定する給与について提出した旧条例第２９条の２第１項及び第

３項の規定による申告書については、なお従前の例による。 

４ 新条例第２９条の３第１項の規定は、２号施行日以後に支払を受けるべき所

得税法（昭和４０年法律第３３号）第２０３条の６第１項に規定する公的年金

等（同法第２０３条の７の規定の適用を受けるものを除く。以下この項におい

て「公的年金等」という｡)について提出する新条例第２９条の３第１項の規定

による申告書について適用し、２号施行日前に支払を受けるべき公的年金等に

ついて提出した旧条例第２９条の３第１項の規定による申告書については、な

お従前の例による。 

 （市たばこ税に関する経過措置） 

第４条 次項に定めるものを除き、附則第１条第３号に掲げる規定の施行の日前

に課した、又は課すべきであった加熱式たばこ（新条例附則第１７条の３第１

項に規定する加熱式たばこをいう。次項において同じ｡)に係る市たばこ税につ

いては、なお従前の例による。 

２ 令和８年４月１日から同年９月３０日までの間に、生駒市税条例第１００条

の２第１項の売渡し又は同条第２項の売渡し若しくは消費等が行われた加熱式

たばこに係る同条例１０２条第１項の製造たばこの本数は、同条第３項及び新
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条例附則第１７条の３の規定にかかわらず、次に掲げる製造たばこの本数の合

計数によるものとする。 

 (1) 生駒市税条例第１０２条第３項の規定により換算した紙巻たばこ（新条

例附則第１７条の３第１項に規定する紙巻たばこをいう。次号において同

じ｡)の本数に０．５を乗じて計算した製造たばこの本数 

 (2) 新条例附則第１７条の３の規定により換算した紙巻たばこの本数に０．

５を乗じて計算した製造たばこの本数 

３ 前項各号に掲げる製造たばこの本数に１本未満の端数がある場合には、その

端数を切り捨てるものとする。 

-29-



議案第 42 号 

 

生駒市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和７年６月５日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

   生駒市都市計画税条例の一部を改正する条例 

 生駒市都市計画税条例（昭和５０年１２月生駒市条例第３２号）の一部を次の

ように改正する。 

 附則第３条の３を削り、附則第３条の４を附則第３条の３とし、附則第３条の

５を附則第３条の４とし、同条の次に次の１条を加える。 

 （法附則第１５条第３７項の条例で定める割合） 

第３条の５ 法附則第１５条第３７項に規定する市町村の条例で定める割合は、

２分の１とする。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 43 号 

 

生駒市生涯学習施設条例の一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和７年６月５日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

   生駒市生涯学習施設条例の一部を改正する条例 

 生駒市生涯学習施設条例（平成２３年９月生駒市条例第２２号）の一部を次の

ように改正する。 

 第４条中「（生駒市コミュニティセンターを除く。次条から第７条までにおい

て同じ｡)」を削る。 

 第７条第１号中「第１９条」を「第１８条」に改め、同条第２号中「第１７条

」を「第１６条」に改める。 

 第８条第１項中「（生駒市コミュニティセンターにあっては、教育委員会。次

項、次条、第１０条、第１７条及び第１９条において同じ｡)」を削る。 

 第１２条を削る。 

 第１３条第１項中「（生駒市コミュニティセンターを除く｡)」を削り、同条第

２項中「別表第２」を「別表」に改め、同条を第１２条とする。 

 第１４条の見出し中「使用料等」を「利用料金」に改め、同条第１項を削り、

同条第２項を同条とし、同条を第１３条とする。 

 第１５条の見出し中「使用料等」を「利用料金」に改め、同条第１項中「使用

料及び」を削り、同条第２項を削り、同条第３項中「第１項」を「前項」に改
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め、同項を同条第２項とし、同条を第１４条とし、第１６条から第２０条までを

１条ずつ繰り上げる。 

 第２１条第３項中「第１８条」を「第１７条」に改め、同条第４項中「第１９

条」を「第１８条」に改め、同条を第２０条とする。 

 第２２条中「使用料及び」を削り、同条を第２１条とする。 

 別表第１を削る。 

 別表第２中「（第１３条関係）」を「（第１２条関係）」に改め、同表の１の

表備考中「消費税等相当額」を「消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の規定

による消費税及び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方消費

税に相当する額（以下「消費税等相当額」という｡)」に改め、別表第２中１６の

表を１８の表とし、７の表から１５の表までを２表ずつ繰り下げ、６の表の次に

次の２表を加える。 

７ 生駒市コミュニティセンター（文化ホール） 

 9:00～12:00 12:00～17:00 17:00～22:00 9:00～22:00 

全体使

用（控

室を除

く｡)  

音響及び

照明の操

作必要  

12,890円 21,580円 21,580円 44,840円 

音響及び

照明の操

作不要  

9,740円 16,130円 16,130円 33,600円 

 

 9:00～ 

12:00 

12:00～ 

14:30 

14:30～ 

17:00 

17:00～ 

19:30 

19:30～ 

22:00 

9:00～ 

22:00 

舞台の

みの使

用  

音響及び

照明の操

作必要  

3,140円 2,620円 2,620円 2,620円 2,620円 10,900円 

音響及び

照明の操

作不要  

2,410円 1,990円 1,990円 1,990円 1,990円 8,300円 

客席の  音響及び  9,740円 8,170円 8,170円 8,170円 8,170円 33,940円 
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みの使

用  
照明の操

作必要  
      

音響及び  
照明の操

作不要  

7,330円 6,080円 6,080円 6,080円 6,080円 25,320円 

控室  520円 420円 420円 420円 420円 2,200円 

  備考 この表の利用料金の上限額には、消費税等相当額を含む。 

８ 生駒市コミュニティセンター（リハーサル室等） 

 9:00～

12:00 

12:00～ 

14:30 

14:30～ 

17:00 

17:00～ 

19:30 

19:30～ 

22:00 

9:00～ 

22:00 

リハー

サル室  
文化ホー

ルとの併

用使用  

1,400円 1,170円 1,170円 1,170円 1,170円 6,080円 

 単独使用  4,200円 3,510円 3,510円 3,510円 3,510円 18,240円 

会議室201～204 

1室につき 

840円 630円 630円 630円 630円 3,360円 

会議室205 940円 840円 840円 840円 840円 4,300円 

会議室401 2,090円 1,780円 1,780円 1,780円 1,780円 9,210円 

会議室402～404 

1室につき 

1,990円 1,680円 1,680円 1,680円 1,680円 8,710円 

  備考 この表の利用料金の上限額には、消費税等相当額を含む。 

別表第２を別表とする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布

の日から施行する。 

 （準備行為） 

２ 生駒市生涯学習施設条例第４条に規定する指定管理者の指定の手続に関する

行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。 

 （経過措置） 

３ 改正後の生駒市生涯学習施設条例（以下「新条例」という｡)別表の規定は、
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この条例の施行の日以後の使用に係る利用料金（新条例第１２条第１項に規定

する利用料金をいう｡)について適用する。 
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議案第 44 号 

 

生駒市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を

改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和７年６月５日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

   生駒市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正す

る条例 

 生駒市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例（昭和４２年１０月

生駒市条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

 第１５条第４項中「報酬」を「年額報酬」に改め、「副機関員手当は」の次に

「当該年度の翌年度の４月に支給し、出動報酬は」を加える。 

 別表第２を次のように改める。 

別表第２（第１２条関係） 

 出動報酬 

災害の場合 １日につき ８，０００円 

災害以外の場合 １日につき ４，０００円 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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 （経過措置） 

２ 改正後の第１５条第４項及び別表第２の規定は、この条例の施行の日以後の

年度に係る団員の報酬、機関員手当及び副機関員手当について適用し、同日前

の年度に係る団員の報酬、機関員手当及び副機関員手当については、なお従前

の例による。 
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議案第 45 号 

 

   市道路線の認定について 

 

 市道路線を次のとおり認定したいから、道路法（昭和２７年法律第１８０号）

第８条第２項の規定により、議会の議決を求める。 

 

整理 
路    線    名 

起        点 

番号 終        点 

１ 小明上線支線３号 
小明町５２７番４先 

小明町５１３番１１先 

２ 小明上線支線４号 
小明町５２７番５先 

小明町５１３番２先 

３ 中菜畑１丁目６号線 
中菜畑１丁目１５番６先 

中菜畑１丁目２７番１先 

４ 中菜畑１丁目第１歩行者道 
中菜畑１丁目１５番９先 

中菜畑１丁目３６番先 

５ 緑ケ丘１２号線 
緑ケ丘１４２０番１７先 

緑ケ丘１４２０番８９先 

６ 緑ケ丘１３号線 
緑ケ丘１４２０番２５先 

緑ケ丘１４２０番４７先 

７ 緑ケ丘１４号線 
緑ケ丘１４２０番５０先 

緑ケ丘１４２０番７１先 

８ 緑ケ丘第２歩行者道 
緑ケ丘１４２０番４０先 

緑ケ丘１４２０番４１先 

９ 翠光台１７号線 
翠光台７０番９８先 

翠光台７０番１００先 

10 乙田線支線１８号 
萩の台７７８番５先 

萩の台７７８番３先 
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11 萩の台第１歩行者道 
萩の台７７８番１１先 

萩の台７７８番９先 

12 久保滝寺公園線支線６号 
北新町６０８番２６先 

北新町６０８番８先 

 

令和７年６月５日提出 

                      生駒市長 小 紫 雅 史   
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議案第 46 号 

 

   市道路線の廃止について 

 

 市道路線を次のとおり廃止したいから、道路法（昭和２７年法律第１８０号）

第１０条第３項の規定により、議会の議決を求める。 

 

整理 
路    線    名 

起        点 

番号 終        点 

１ 久保滝寺公園線支線６号 
北新町６０８番２６先 

北新町６０８番３３先 

 

令和７年６月５日提出 

                      生駒市長 小 紫 雅 史   
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議案第 47 号  

 

生駒市公平委員会委員の選任について  

 

生駒市公平委員会の委員に下記の者を選任したいから、地方公務員法（昭和２

５年法律第２６１号）第９条の２第２項の規定により、議会の同意を求める。 

記 

住  所  生駒市●●●●●●●● 

氏  名  林  功 

生年月日  昭和●●年●●月●●日 

 

  令和７年６月５日提出 

                     生駒市長 小 紫 雅 史 
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